
７ 監 第 ３ ８ 号 

令和７年１０月２０日 

 

 二本松市長 三保 恵一 様 

 

 

                  二本松市監査委員  守岡 健次 

 

 

                  二本松市監査委員  佐 藤  有 

 

 

   令和７年度財政援助団体監査の結果について（提出） 

 

 このことについて、地方自治法第１９９条第７項の規定により財政援助団体監査

を実施しましたので、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり

提出いたします。 

 



７ 監 第 ３ ８ 号 

令和７年１０月２０日 

 

 二本松市議会議長 本多 勝実 様 

 

 

                  二本松市監査委員  守岡 健次 

 

 

                  二本松市監査委員  佐 藤  有 

 

 

   令和７年度財政援助団体監査の結果について（提出） 

 

 このことについて、地方自治法第１９９条第７項の規定により財政援助団体監査

を実施しましたので、同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり

提出いたします。 

 



令和７年度財政援助団体監査結果報告書 

 

１ 監査基準 

本監査は、二本松市監査基準（令和２年４月１日施行）に準拠し実施した。 
 
２ 監査の概要 

⑴ 監査の種類（根拠法令） 

 財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項）  
⑵ 監査の対象 

① 対象団体及び所管部局 

   ア 財政援助団体  二本松市あだたらクラブ 
   イ  所 管 部 局  保健福祉部高齢福祉課 

② 対象範囲 

令和６年度決算状況、令和７年度補助金交付関係書類及び財政援助団 
体の財務等その他の事務に関する執行状況、所管部局保管の補助金交付 
規則に基づく関係書類 

 ⑶ 監査の実施日程等 

① 監 査の 期 間  令和７年９月２６日から令和７年１０月１７日まで 
② 監査委員監査  令和７年１０月１７日 

③ 監査実施場所  監査委員事務局 

二本松福祉センター会議室 

 ⑷ 監査の着眼点 

所管部局における財政援助団体への補助金交付について適切に行われて

いるか、また、財政援助団体に係る出納その他の事務が適正かつ効率的に行

われているか等を主眼とした。 
⑸ 監査の主な実施内容 

あらかじめ提出を求めた監査資料及び書類並びに帳簿類を調査するとと

もに、所管部長以下関係職員の出席のもと、事務事業の概要及び執行状況に

ついて説明を受け、必要に応じて質疑等を行った。 
また、現地に出向き、財政援助団体関係者立会いのもと、経理状況及び出

納その他の事務等について説明を受け、関係書類及び帳簿類の内容を調査し、

必要に応じて質疑等を行った。 
 



３ 監査の結果 

財政援助に係る出納その他の事務については、概ね適正に執行されていると

認められた。 
なお、事務処理上改善及び留意すべき事項で軽微なものについては、監査執

行の際に改善を指導した。 
 
４ 意見要望とする事項 

  二本松市あだたらクラブと高齢者施策の窓口である高齢福祉課との連携が

最重要であり、高齢福祉課は、積極的に市あだたらクラブ役員会等にオブザ

ーバーとして出席するなどして、老人クラブのニーズを的確に把握し、有効

な高齢者支援施策を検討・立案（例えば、老人クラブ支援制度の創設など）

することで、活気に満ちた老人クラブ活動が展開されることを期待する。 

 

 


